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弊社弊社弊社弊社のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介

Company Profile
フィリップフィリップフィリップフィリップ モリスモリスモリスモリス インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル Philip Morris International （（（（PMI））））

160カ国以上 （59の製造工場）事業拠点

約75,000人従業員数

ルイ・Ｃ・カミレリ (会長兼CEO) Louis C. Camilleri代表者

米国・ニューヨーク市

スイス・ローザンヌ

本社所在地

統括本部

1847年 （英国にてPhilip Morris社として設立）設立

フィリップフィリップフィリップフィリップ モリスモリスモリスモリス ジャパンジャパンジャパンジャパン株式会社株式会社株式会社株式会社 Philip Morris Japan Kabushiki Kaisha （（（（PMJKK））））

PMJKK 約 24%国内たばこ市場

シェア（2008年）

マールボロ (Marlboro)、ラーク (Lark)、フィリップ・モリス(Philip Morris)、
バージニア・スリム (Virginia Slims)、パーラメント(Parliament)等主要ブランド

約1,800人従業員数

フレデリック・デウィルドゥ （代表取締役社長）Frederic de Wilde代表者

1985年設立
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たばことたばことたばことたばこと公衆衛生政策公衆衛生政策公衆衛生政策公衆衛生政策

� フィリップフィリップフィリップフィリップ モリスモリスモリスモリス インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナルはははは、、、、たばこたばこたばこたばこ製品製品製品製品のののの製造製造製造製造、、、、マーケティンマーケティンマーケティンマーケティン

ググググ、、、、販売販売販売販売、、、、使用使用使用使用にににに関関関関するするするする包括的包括的包括的包括的なななな規制規制規制規制をををを支持支持支持支持しますしますしますします。。。。

包括的包括的包括的包括的なたばこなたばこなたばこなたばこ規制規制規制規制
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たばこたばこたばこたばこ会社会社会社会社のののの責任責任責任責任とととと事業事業事業事業のののの安定性安定性安定性安定性
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環境中環境中環境中環境中たばこたばこたばこたばこ煙煙煙煙のののの健康影響健康影響健康影響健康影響にににに関関関関するするするする公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局のののの見解見解見解見解

� 環境中環境中環境中環境中たばこたばこたばこたばこ煙煙煙煙とはとはとはとは、、、、火火火火のついたたばこののついたたばこののついたたばこののついたたばこの先端先端先端先端からからからから出出出出るるるる煙煙煙煙（（（（ガスガスガスガス

状状状状とととと粒子状粒子状粒子状粒子状のののの物質物質物質物質からなるからなるからなるからなる））））とととと、、、、喫煙者喫煙者喫煙者喫煙者がががが吐吐吐吐きききき出出出出すすすす煙煙煙煙をををを合合合合わせたわせたわせたわせた

もののことをいいますもののことをいいますもののことをいいますもののことをいいます。。。。

� 公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局はははは、、、、環境中環境中環境中環境中たばこたばこたばこたばこ煙煙煙煙がががが、、、、成人成人成人成人のののの非喫煙者非喫煙者非喫煙者非喫煙者にににに肺肺肺肺がんがんがんがん

やややや心臓病心臓病心臓病心臓病などのなどのなどのなどの疾病疾病疾病疾病をををを引引引引きききき起起起起こしこしこしこし、、、、またまたまたまた子子子子どもどもどもどもにににに喘息喘息喘息喘息、、、、呼吸器感呼吸器感呼吸器感呼吸器感

染染染染、、、、乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群乳幼児突然死症候群などをなどをなどをなどを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす原因原因原因原因にもなるにもなるにもなるにもなる、、、、とととと結論結論結論結論

づけていますづけていますづけていますづけています。。。。

� 環境中環境中環境中環境中たばこたばこたばこたばこ煙煙煙煙ののののあるあるあるある場所場所場所場所ににににとどまるかとどまるかとどまるかとどまるかどうかどうかどうかどうか、、、、またまたまたまた喫煙者喫煙者喫煙者喫煙者であであであであ

ればればればれば、、、、いつどこでいつどこでいつどこでいつどこで喫煙喫煙喫煙喫煙するかについてするかについてするかについてするかについてのののの判断判断判断判断はははは、、、、環境中環境中環境中環境中たばこたばこたばこたばこ煙煙煙煙

がががが健康健康健康健康にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす影響影響影響影響にににに関関関関するするするする公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局のののの見解見解見解見解によってによってによってによって導導導導かかかか

れるれるれるれるべきですべきですべきですべきです。。。。

� またまたまたまた、、、、特特特特にににに子子子子どもへのどもへのどもへのどもへの影響影響影響影響をををを考考考考えてえてえてえて、、、、子子子子どものどものどものどもの周周周周りではりではりではりでは喫煙喫煙喫煙喫煙をををを控控控控ええええ

るなどるなどるなどるなど、、、、十分十分十分十分なななな配慮配慮配慮配慮がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。
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日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける社会事情社会事情社会事情社会事情

成人成人成人成人のののの総人口総人口総人口総人口にににに対対対対してしてしてして

まだまだまだまだ相当数相当数相当数相当数のののの喫煙者喫煙者喫煙者喫煙者がががが存在存在存在存在するするするする

成人成人成人成人のののの総人口総人口総人口総人口にににに対対対対してしてしてして

まだまだまだまだ相当数相当数相当数相当数のののの喫煙者喫煙者喫煙者喫煙者がががが存在存在存在存在するするするする

多多多多くのくのくのくの地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体でででで

路上喫煙路上喫煙路上喫煙路上喫煙のののの規制規制規制規制をををを実施実施実施実施

多多多多くのくのくのくの地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体でででで

路上喫煙路上喫煙路上喫煙路上喫煙のののの規制規制規制規制をををを実施実施実施実施

顧客顧客顧客顧客がががが喫煙喫煙喫煙喫煙するするするする

職場職場職場職場がががが存在存在存在存在するするするする

顧客顧客顧客顧客がががが喫煙喫煙喫煙喫煙するするするする

職場職場職場職場がががが存在存在存在存在するするするする 近年近年近年近年、、、、分煙対策分煙対策分煙対策分煙対策がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる
近年近年近年近年、、、、分煙対策分煙対策分煙対策分煙対策がががが進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる

公共公共公共公共のののの場所場所場所場所におけるにおけるにおけるにおける受動喫煙防止受動喫煙防止受動喫煙防止受動喫煙防止にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、

日本日本日本日本のののの社会事情社会事情社会事情社会事情をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、

実態実態実態実態にににに即即即即したしたしたした対応対応対応対応をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります

公共公共公共公共のののの場所場所場所場所におけるにおけるにおけるにおける受動喫煙防止受動喫煙防止受動喫煙防止受動喫煙防止にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、

日本日本日本日本のののの社会事情社会事情社会事情社会事情をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、

実態実態実態実態にににに即即即即したしたしたした対応対応対応対応をををを進進進進めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります

喫煙率喫煙率喫煙率喫煙率

>男性男性男性男性 : 36.8% 
>女性女性女性女性 :  9.1% 

(出典出典出典出典：：：：平成平成平成平成20年国民健康年国民健康年国民健康年国民健康・・・・栄養調査栄養調査栄養調査栄養調査））））
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主主主主なななな国国国国におけるにおけるにおけるにおける公共公共公共公共のののの場所場所場所場所でのでのでのでの喫煙規制喫煙規制喫煙規制喫煙規制のののの状況状況状況状況

� 2007年年年年7月月月月1日日日日からからからから、、、、学校学校学校学校、、、、職場職場職場職場、、、、医療機関医療機関医療機関医療機関、、、、レストランレストランレストランレストランのののの室内外室内外室内外室内外、、、、バーバーバーバー、、、、クラブクラブクラブクラブ、、、、劇場劇場劇場劇場、、、、航空機航空機航空機航空機、、、、空港空港空港空港、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、駅駅駅駅、、、、フェフェフェフェ

リーリーリーリー、、、、バスバスバスバス、、、、デパートデパートデパートデパート、、、、博物館博物館博物館博物館、、、、銀行銀行銀行銀行、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ施設施設施設施設においてにおいてにおいてにおいて全面禁煙全面禁煙全面禁煙全面禁煙。。。。

�2007年年年年2月月月月1日日日日からからからから、、、、学校学校学校学校、、、、官公庁施設官公庁施設官公庁施設官公庁施設、、、、公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関、、、、及及及及びびびび未成年者向未成年者向未成年者向未成年者向けけけけ娯楽施設娯楽施設娯楽施設娯楽施設においてにおいてにおいてにおいて禁煙禁煙禁煙禁煙。。。。

�バーバーバーバー・・・・レストランレストランレストランレストラン（（（（飲食飲食飲食飲食はははは不可不可不可不可）、）、）、）、私有私有私有私有オフィスオフィスオフィスオフィス、、、、劇場劇場劇場劇場、、、、駅駅駅駅、、、、バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル、、、、フェリーフェリーフェリーフェリー、、、、デパートデパートデパートデパート、、、、 博物館博物館博物館博物館、、、、銀行銀行銀行銀行、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ

施設施設施設施設ではではではでは、、、、特別特別特別特別なななな換気機能換気機能換気機能換気機能をををを有有有有しししし密閉密閉密閉密閉されたされたされたされた喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室をををを設置可能設置可能設置可能設置可能。。。。

・・・・学校学校学校学校、、、、病院病院病院病院、、、、公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関などがなどがなどがなどが、、、、禁煙禁煙禁煙禁煙。。。。

・・・・2005年年年年１１１１月月月月にににに屋内喫煙規制屋内喫煙規制屋内喫煙規制屋内喫煙規制がががが施行施行施行施行されされされされ、、、、職場職場職場職場、、、、レストランレストランレストランレストラン、、、、バーバーバーバー/クラブクラブクラブクラブ、、、、デパートデパートデパートデパート、、、、博物館博物館博物館博物館、、、、金融機関金融機関金融機関金融機関、、、、ホテルホテルホテルホテル、、、、スポースポースポースポー

ツツツツ施設施設施設施設などでもなどでもなどでもなどでも原則原則原則原則としてとしてとしてとして禁煙禁煙禁煙禁煙だがだがだがだが、、、、壁壁壁壁などでなどでなどでなどで完全完全完全完全にににに分離分離分離分離したしたしたした喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室をををを設置設置設置設置するするするする ことがことがことがことが可能可能可能可能。（。（。（。（飲食飲食飲食飲食のののの提供提供提供提供はははは可能可能可能可能））））

• 2006年年年年1月月月月からからからから、、、、国国国国レベルレベルレベルレベルおよびおよびおよびおよび幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて、、、、学校学校学校学校、、、、職場職場職場職場、、、、医療機関医療機関医療機関医療機関とととと、、、、デパートデパートデパートデパート、、、、美術館美術館美術館美術館、、、、銀行銀行銀行銀行、、、、娯楽施娯楽施娯楽施娯楽施

設設設設、、、、ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関などのなどのなどのなどの公共施設公共施設公共施設公共施設でででで禁煙禁煙禁煙禁煙。。。。

•喫煙喫煙喫煙喫煙はははは、、、、バーバーバーバーややややレストランレストランレストランレストランにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、面積面積面積面積がががが100㎡㎡㎡㎡未満未満未満未満のののの店舗店舗店舗店舗ではではではでは、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙ルールルールルールルールをををを決決決決めるめるめるめる裁量裁量裁量裁量がががが事業主事業主事業主事業主にににに認認認認められてめられてめられてめられて

おりおりおりおり、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙がががが許許許許されたされたされたされた店舗店舗店舗店舗でのみでのみでのみでのみ可能可能可能可能。。。。100㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上のののの店舗店舗店舗店舗ではではではでは、、、、完全完全完全完全にににに分離分離分離分離されたされたされたされた喫煙席喫煙席喫煙席喫煙席のののの設置設置設置設置がががが可能可能可能可能。（。（。（。（飲食飲食飲食飲食のののの

サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供はははは可能可能可能可能。）。）。）。）喫煙可喫煙可喫煙可喫煙可のののの店舗店舗店舗店舗/喫煙席喫煙席喫煙席喫煙席へのへのへのへの未成年者未成年者未成年者未成年者のののの入店入店入店入店／／／／入室入室入室入室はははは不可不可不可不可

� 2007年年年年9月月月月、、、、連邦連邦連邦連邦レベルレベルレベルレベルでででで官公庁施設官公庁施設官公庁施設官公庁施設、、、、公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関、、、、駅駅駅駅およびおよびおよびおよびプラットホームプラットホームプラットホームプラットホーム、、、、及及及及びびびびフェリーフェリーフェリーフェリーでのでのでのでの禁煙法禁煙法禁煙法禁煙法がががが施行施行施行施行。。。。

学校学校学校学校ではではではでは、、、、一部一部一部一部のののの職員室職員室職員室職員室をををを除除除除きききき、、、、全面禁煙全面禁煙全面禁煙全面禁煙。。。。

�2008年年年年にににに言言言言いいいい渡渡渡渡されたされたされたされた連邦憲法裁判所連邦憲法裁判所連邦憲法裁判所連邦憲法裁判所のののの判決判決判決判決のののの結果結果結果結果、、、、全全全全ててててのののの16州州州州においてにおいてにおいてにおいて飲食店飲食店飲食店飲食店におけるにおけるにおけるにおける喫煙規制喫煙規制喫煙規制喫煙規制にににに関関関関するするするする州法州法州法州法

のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行ったったったった。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、2010年年年年1月月月月1日現在日現在日現在日現在、、、、店舗面積店舗面積店舗面積店舗面積がががが75㎡㎡㎡㎡以下以下以下以下ののののワンルームタイプワンルームタイプワンルームタイプワンルームタイプのののの小規模小規模小規模小規模のののの飲食店飲食店飲食店飲食店におにおにおにお

いていていていて、、、、下記下記下記下記のののの要件要件要件要件をををを満満満満たたたたせせせせばばばば、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙がががが可能可能可能可能というというというという状況状況状況状況：：：：①①①①18歳未満歳未満歳未満歳未満のののの未成年未成年未成年未成年のののの入店不可入店不可入店不可入店不可②②②②調理調理調理調理されたされたされたされた食事食事食事食事のののの提供不提供不提供不提供不

可可可可③③③③喫煙標識喫煙標識喫煙標識喫煙標識のののの掲示掲示掲示掲示

・・・・現時点現時点現時点現時点においてにおいてにおいてにおいて、、、、連邦連邦連邦連邦レベルレベルレベルレベルのののの規制規制規制規制はないはないはないはない。。。。現在現在現在現在、、、、31のののの州州州州でででで州法州法州法州法によるによるによるによる公共公共公共公共のののの場所場所場所場所でのでのでのでの喫煙規制喫煙規制喫煙規制喫煙規制がありがありがありがあり、、、、

38のののの州州州州でででで自治体自治体自治体自治体によるによるによるによる規制規制規制規制があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、19のののの州州州州がががが、、、、州法州法州法州法によりによりによりによりレストランレストランレストランレストラン、、、、バーバーバーバーをををを禁煙禁煙禁煙禁煙にしているにしているにしているにしている。。。。

国国国国レベルレベルレベルレベルでのでのでのでの限定的限定的限定的限定的なななな規制規制規制規制

国国国国レベルレベルレベルレベルでのでのでのでの規制規制規制規制

公共公共公共公共のののの場所場所場所場所ではではではでは全面的全面的全面的全面的にににに禁煙禁煙禁煙禁煙

イギリスイギリスイギリスイギリス

スペインスペインスペインスペイン

フランスフランスフランスフランス

イタリアイタリアイタリアイタリア

ドイツドイツドイツドイツ

米国米国米国米国
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海外海外海外海外におけるにおけるにおけるにおける屋内事業所屋内事業所屋内事業所屋内事業所（（（（オフィスオフィスオフィスオフィス等等等等））））でのでのでのでの受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策のののの状況状況状況状況①①①①

禁禁禁禁 煙煙煙煙 喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室のののの設置可能設置可能設置可能設置可能

イギリスイギリスイギリスイギリス

香港香港香港香港

スペインスペインスペインスペイン

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール

フランスフランスフランスフランス

デンマークデンマークデンマークデンマーク

オーストリアオーストリアオーストリアオーストリア

米国米国米国米国カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア州州州州

米国米国米国米国コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット州州州州

米国米国米国米国ジョージアジョージアジョージアジョージア州州州州

などなどなどなど

イタリアイタリアイタリアイタリア

ドイツドイツドイツドイツ
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海外海外海外海外におけるにおけるにおけるにおける屋内事業所屋内事業所屋内事業所屋内事業所（（（（オフィスオフィスオフィスオフィス等等等等））））でのでのでのでの受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策のののの状況状況状況状況②②②②

事業主事業主事業主事業主はははは非喫煙者非喫煙者非喫煙者非喫煙者をををを受動喫煙受動喫煙受動喫煙受動喫煙からからからから保護保護保護保護するするするする措置措置措置措置をとらなければならないをとらなければならないをとらなければならないをとらなければならない。。。。

職場職場職場職場のすべてまたはのすべてまたはのすべてまたはのすべてまたは一部一部一部一部をををを禁煙禁煙禁煙禁煙とするなどとするなどとするなどとするなど適切適切適切適切なななな措置措置措置措置をををを取取取取るるるる。。。。

喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室のののの設置可能設置可能設置可能設置可能。。。。 非喫煙者非喫煙者非喫煙者非喫煙者がいるがいるがいるがいるエリアエリアエリアエリアではではではでは禁煙禁煙禁煙禁煙。。。。

喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室およびおよびおよびおよび、、、、室内室内室内室内にににに従業員従業員従業員従業員がががが一人一人一人一人しかいないしかいないしかいないしかいない場合場合場合場合をををを除除除除きききき禁煙禁煙禁煙禁煙。。。。

すべてのすべてのすべてのすべての事業主事業主事業主事業主はははは、、、、書面書面書面書面にてにてにてにて喫煙喫煙喫煙喫煙ポリシーポリシーポリシーポリシーをををを示示示示さねばならずさねばならずさねばならずさねばならず、、、、ポリシーポリシーポリシーポリシーにはにはにはには、、、、当該事業所当該事業所当該事業所当該事業所においてにおいてにおいてにおいて、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙がががが許許許許されてされてされてされて

いるかいるかいるかいるか否否否否かかかか、、、、またどこでまたどこでまたどこでまたどこで許許許許されているのかされているのかされているのかされているのか等等等等のののの情報情報情報情報がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれなければならないまれなければならないまれなければならないまれなければならない。。。。またまたまたまた喫煙喫煙喫煙喫煙ポリシーポリシーポリシーポリシーにににに従従従従わなかっわなかっわなかっわなかっ

たたたた場合場合場合場合のののの措置措置措置措置についてもについてもについてもについても明記明記明記明記しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。

独立独立独立独立したしたしたした換気機能換気機能換気機能換気機能をををを有有有有しししし、、、、壁壁壁壁などでなどでなどでなどで囲囲囲囲いいいい完全完全完全完全にににに分離分離分離分離したしたしたした喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室のののの設置可能設置可能設置可能設置可能（（（（屋内面積屋内面積屋内面積屋内面積のののの10%までまでまでまで）。）。）。）。

特別特別特別特別なななな換気機能換気機能換気機能換気機能をををを有有有有しししし密閉密閉密閉密閉されたされたされたされた喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室のののの設置可能設置可能設置可能設置可能。。。。

壁壁壁壁などでなどでなどでなどで完全完全完全完全にににに分離分離分離分離したしたしたした喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室のののの設置可能設置可能設置可能設置可能。。。。

シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール

フランスフランスフランスフランス

イタリアイタリアイタリアイタリア

ドイツドイツドイツドイツ

デンマークデンマークデンマークデンマーク

オーストリアオーストリアオーストリアオーストリア
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海外海外海外海外におけるにおけるにおけるにおける屋内事業所屋内事業所屋内事業所屋内事業所（（（（オフィスオフィスオフィスオフィス等等等等））））でのでのでのでの受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策のののの状況状況状況状況③③③③

6人以上人以上人以上人以上のののの事務所事務所事務所事務所ではではではでは喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室のののの設置可能設置可能設置可能設置可能．．．．

従業員従業員従業員従業員がががが5人以下人以下人以下人以下のののの事業所事業所事業所事業所ではではではでは喫煙可能喫煙可能喫煙可能喫煙可能。。。。 ただしただしただしただし、、、、5人以下人以下人以下人以下のののの事業所事業所事業所事業所であってもであってもであってもであっても、、、、従業員従業員従業員従業員からからからから要請要請要請要請があればがあればがあればがあれば非喫煙非喫煙非喫煙非喫煙

場所場所場所場所をををを作作作作らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。。。。

事業所事業所事業所事業所のののの規模規模規模規模にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室のののの設置可能設置可能設置可能設置可能。。。。

またまたまたまた以下以下以下以下のののの条条条条件件件件をををを満満満満たすたすたすたす場合喫煙可能場合喫煙可能場合喫煙可能場合喫煙可能：：：：

従業員従業員従業員従業員がががが5人以下人以下人以下人以下のののの事業所事業所事業所事業所

18歳未満歳未満歳未満歳未満はははは立立立立ちちちち入入入入らないらないらないらない

喫煙場所喫煙場所喫煙場所喫煙場所のののの空気空気空気空気がががが排排排排気気気気されているされているされているされている

カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア州州州州

コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット州州州州

独立独立独立独立したしたしたした換気設換気設換気設換気設備備備備をををを有有有有するするするする喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室のののの設置可能設置可能設置可能設置可能。。。。

事業主事業主事業主事業主はははは、、、、現在現在現在現在のののの従業員従業員従業員従業員、、、、およびおよびおよびおよび将来将来将来将来当該事業所当該事業所当該事業所当該事業所にてにてにてにて働働働働こうとするこうとするこうとするこうとする者者者者にににに、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙ポリシーポリシーポリシーポリシーをあらかをあらかをあらかをあらかじじじじめめめめ周知周知周知周知しなければしなければしなければしなければ

ならないならないならないならない。。。。

建建建建物物物物のののの所有者所有者所有者所有者、、、、事業主事業主事業主事業主、、、、またはまたはまたはまたは管管管管理者理者理者理者はははは、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙にににに関関関関するするするするポリシーポリシーポリシーポリシーをををを全全全全てのてのてのての従業員従業員従業員従業員にににに目立目立目立目立つつつつ形形形形でででで表表表表示示示示しなければならしなければならしなければならしなければなら

ずずずず、、、、またまたまたまた、、、、新新新新入入入入のののの従業員従業員従業員従業員にににに対対対対してはしてはしてはしては文文文文書書書書にてにてにてにて示示示示さねばならないさねばならないさねばならないさねばならない。。。。

米国米国米国米国（（（（州州州州））））のののの事例事例事例事例

ジョージアジョージアジョージアジョージア州州州州
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海外海外海外海外におけるにおけるにおけるにおける屋内事業所屋内事業所屋内事業所屋内事業所（（（（オフィスオフィスオフィスオフィス等等等等））））でのでのでのでの受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策：：：：まとめまとめまとめまとめ

事業所事業所事業所事業所をををを禁煙禁煙禁煙禁煙とするとするとするとする国国国国・・・・地域地域地域地域があるがあるがあるがある一方一方一方一方、、、、海外海外海外海外にはにはにはには以下以下以下以下のののの事例事例事例事例もありますもありますもありますもあります：：：：

� 事業所事業所事業所事業所にににに喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室をををを設設設設けるけるけるける栽量栽量栽量栽量がががが、、、、事業主事業主事業主事業主にににに認認認認められていますめられていますめられていますめられています。。。。

� 個人個人個人個人のののの執務室執務室執務室執務室（（（（プライベートオフィスプライベートオフィスプライベートオフィスプライベートオフィス））））にににに一人一人一人一人でいるでいるでいるでいる場合場合場合場合やややや、、、、非喫煙者非喫煙者非喫煙者非喫煙者がががが

いないいないいないいない部屋部屋部屋部屋でのでのでのでの喫煙喫煙喫煙喫煙をををを可可可可とすることができますとすることができますとすることができますとすることができます。。。。

� 一定人数以下一定人数以下一定人数以下一定人数以下のののの事業所事業所事業所事業所でででで、、、、全従業員全従業員全従業員全従業員がががが同意同意同意同意したしたしたした場合場合場合場合、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙をををを可可可可とするとするとするとする

ことができますことができますことができますことができます。。。。

� 事業主事業主事業主事業主はははは従業員従業員従業員従業員にににに、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙ポリシーポリシーポリシーポリシーをををを周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。
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「「「「顧客顧客顧客顧客がががが喫煙喫煙喫煙喫煙するするするする職場職場職場職場」」」」についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方

� 顧客顧客顧客顧客がががが喫煙喫煙喫煙喫煙するするするする職場職場職場職場においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そこでそこでそこでそこで働働働働くくくく従業員従業員従業員従業員のののの受動喫煙受動喫煙受動喫煙受動喫煙からのからのからのからの保保保保

護護護護についてについてについてについて、、、、よりよりよりより現実的現実的現実的現実的でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応対応対応対応がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。

� 事業主事業主事業主事業主にはにはにはには、（、（、（、（１１１１））））当該施設当該施設当該施設当該施設のののの喫煙喫煙喫煙喫煙ポリシーポリシーポリシーポリシーをををを定定定定めめめめ、（、（、（、（２２２２））））受動喫煙受動喫煙受動喫煙受動喫煙のののの健康健康健康健康

影響影響影響影響にににに関関関関するするするする公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局のののの結論結論結論結論についてについてについてについて従業員従業員従業員従業員にににに説明説明説明説明しししし、（、（、（、（３３３３））））従業員従業員従業員従業員

のののの懸念懸念懸念懸念やややや希望希望希望希望をををを考慮考慮考慮考慮するするするする努力努力努力努力がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。

喫煙可喫煙可喫煙可喫煙可のののの場所場所場所場所でででで働働働働くくくく従業員従業員従業員従業員へのへのへのへの対策対策対策対策喫煙規制喫煙規制喫煙規制喫煙規制国国国国・・・・地域地域地域地域

事業主事業主事業主事業主にににに以下以下以下以下のことをのことをのことをのことを禁禁禁禁じているじているじているじている：：：：

1））））非喫煙場所非喫煙場所非喫煙場所非喫煙場所のみでのみでのみでのみで働働働働くことをくことをくことをくことを希望希望希望希望するするするする従業員従業員従業員従業員にににに喫喫喫喫

煙場所煙場所煙場所煙場所でででで働働働働くことをくことをくことをくことを求求求求めることめることめることめること

２２２２））））非喫煙場所非喫煙場所非喫煙場所非喫煙場所でででで働働働働くことをくことをくことをくことを希望希望希望希望するするするする従業員従業員従業員従業員をををを解雇解雇解雇解雇しししし

たりたりたりたり、、、、待遇待遇待遇待遇などのなどのなどのなどの面面面面でででで不利益不利益不利益不利益をををを被被被被らせることらせることらせることらせること

以下以下以下以下のののの場所場所場所場所ではではではでは喫煙喫煙喫煙喫煙がががが認認認認められているめられているめられているめられている。。。。

・・・・たばこたばこたばこたばこ販売販売販売販売店店店店

・・・・たばこたばこたばこたばこバーバーバーバー

・・・・レストランレストランレストランレストランなどのなどのなどのなどの屋外席屋外席屋外席屋外席

・・・・ホテルホテルホテルホテルのののの客客客客室室室室

・・・・喫煙喫煙喫煙喫煙がががが科科科科学学学学的的的的なななな実験実験実験実験等等等等のためにのためにのためにのために必必必必要要要要なななな場合場合場合場合

・・・・劇劇劇劇などのなどのなどのなどの作品作品作品作品においてにおいてにおいてにおいて

米国米国米国米国

ワシントンワシントンワシントンワシントンDC

労働者労働者労働者労働者がががが要望要望要望要望するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、事業主事業主事業主事業主はははは非喫煙場所非喫煙場所非喫煙場所非喫煙場所へへへへ

のののの配置転換配置転換配置転換配置転換などのなどのなどのなどの対応対応対応対応をしなければならないをしなければならないをしなければならないをしなければならない。。。。

シガーバーシガーバーシガーバーシガーバーややややカジノカジノカジノカジノではではではでは喫煙喫煙喫煙喫煙がががが

認認認認められているめられているめられているめられている。。。。

米国米国米国米国

コロラドコロラドコロラドコロラド州州州州

顧客顧客顧客顧客がががが喫煙喫煙喫煙喫煙するするするする場所場所場所場所でででで働働働働くくくく者者者者のののの受動喫煙防止対策事例受動喫煙防止対策事例受動喫煙防止対策事例受動喫煙防止対策事例
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フィリップモリスフィリップモリスフィリップモリスフィリップモリスのののの職場職場職場職場のののの受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策受動喫煙防止対策についてのについてのについてのについての基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方

� 民間民間民間民間のののの屋内事業所等屋内事業所等屋内事業所等屋内事業所等のののの職場職場職場職場においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙ポリシーポリシーポリシーポリシーをををを決定決定決定決定するするするする裁量裁量裁量裁量がががが、、、、

事業主事業主事業主事業主にににに対対対対してしてしてして認認認認められるべきであるとめられるべきであるとめられるべきであるとめられるべきであると考考考考えますえますえますえます。。。。

同時同時同時同時にににに、、、、非喫煙者非喫煙者非喫煙者非喫煙者がたばこのがたばこのがたばこのがたばこの煙煙煙煙のないのないのないのない職場職場職場職場でででで働働働働くくくく環境環境環境環境づくりもづくりもづくりもづくりも重要重要重要重要ですですですです。。。。

そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室のののの設置等設置等設置等設置等によりによりによりにより、、、、喫煙場所喫煙場所喫煙場所喫煙場所をををを指定指定指定指定するなどのするなどのするなどのするなどの措置措置措置措置

がががが有効有効有効有効であるとであるとであるとであると考考考考えますえますえますえます。。。。

� レストランレストランレストランレストランなどのなどのなどのなどの事業主事業主事業主事業主にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、当該施設当該施設当該施設当該施設でのでのでのでの喫煙喫煙喫煙喫煙をををを禁止禁止禁止禁止することやすることやすることやすることや

制限制限制限制限することすることすることすること、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは喫煙喫煙喫煙喫煙できるようにすることをできるようにすることをできるようにすることをできるようにすることを決定決定決定決定するするするする裁量裁量裁量裁量がががが認認認認めらめらめらめら

れるべきとれるべきとれるべきとれるべきと考考考考えますえますえますえます。。。。

事業主事業主事業主事業主はははは、、、、現在現在現在現在のののの従業員従業員従業員従業員、、、、およびこれからそこでおよびこれからそこでおよびこれからそこでおよびこれからそこで働働働働こうというこうというこうというこうという者者者者にににに対対対対してしてしてして、、、、

受動喫煙受動喫煙受動喫煙受動喫煙のののの健康影響健康影響健康影響健康影響にににに関関関関するするするする公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局公衆衛生当局のののの見解見解見解見解についてについてについてについて説明説明説明説明をををを行行行行いいいい

理解理解理解理解をををを促促促促すとすとすとすと共共共共にににに、、、、従業員従業員従業員従業員のののの懸念懸念懸念懸念やややや希望希望希望希望をををを考慮考慮考慮考慮するするするする努力努力努力努力がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。
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